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    規     則 

和歌山県規則第7号 

和歌山県私立学校審議会委員定数規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和7年3月21日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

和歌山県私立学校審議会委員定数規則の一部を改正する規則 

和歌山県私立学校審議会委員定数規則（昭和25年和歌山県規則第39号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
 

改 正 後 改 正 前 
  

私立学校法（昭和24年法律第2 7 0号）第９条第
１項の規定による和歌山県私立学校審議会委員の
定数は10人とする。 

私立学校法（昭和24年法律第2 7 0号）第10条第
１項の規定による和歌山県私立学校審議会委員の
定数は10人とする。 

  

 

附 則 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。 

 

和歌山県規則第8号 

旅館業法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和7年3月21日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

旅館業法施行細則の一部を改正する規則 

旅館業法施行細則（昭和58年和歌山県規則第79号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

県 章 

発行 和   歌   山   県 
和歌山市小松原通一丁目1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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附 則 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。 

 

和歌山県規則第9号 

公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和7年3月21日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則 

公衆浴場法施行細則（平成16年和歌山県規則第70号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

（原湯等及び浴槽水の水質基準等） （原湯等及び浴槽水の水質基準等）
第 7 条 条例第 3 条第 3 項第 2号の規則で定める 第 7 条 条例第 3 条第 3項第 2 号の規則で定める

基準は、次のとおりとする。 基準は、次のとおりとする。
略 略(１) (１)
浴槽水は、次の表の左欄に掲げる項目につ 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる項目につ(２) (２)

き、それぞれ同表の右欄に掲げる方法によっ き、それぞれ同表の右欄に掲げる方法によっ
て行う検査において、それぞれ同表の中欄に て行う検査において、それぞれ同表の中欄に
掲げる基準に適合するものとする。ただし、 掲げる基準に適合するものとする。ただし、
温泉水又は井戸水を使用するものであるため 温泉水又は井戸水を使用するものであるため
、この基準により難く、かつ、衛生上危害を 、この基準により難く、かつ、衛生上危害を
生じるおそれがないと知事が認めるときは、 生じるおそれがないと知事が認めるときは、
同表の基準項目のうち濁度及び全有機炭素（ 同表の基準項目のうち濁度及び全有機炭素（
ＴＯＣ）の量又は過マンガン酸カリウム消費 ＴＯＣ）の量又は過マンガン酸カリウム消費
量に関する水質基準のどちらか又は両方を適 量に関する水質基準のどちらか又は両方を適
用しないことができる。 用しないことができる。

基準項目 水質基準 測定方法 基準項目 水質基準 測定方法

略 略

大腸菌 1 ミリリット 略 大腸菌群 1 ミリリット 略
ル中 1 ｃｆｕ ル中 1 個以下
以下であるこ であること。
と。

略 略 略 略 略 略

改 正 後 改 正 前

（原湯等及び浴槽水の水質基準等） （原湯等及び浴槽水の水質基準等）
第 8 条 条例第 7 条第 4 号の規則で定める基準は 第 8 条 条例第 7 条第 4号の規則で定める基準は

、次のとおりとする。 、次のとおりとする。
略 略(１) (１)
浴槽水は、次の表の左欄に掲げる項目につ 浴槽水は、次の表の左欄に掲げる項目につ(２) (２)

き、それぞれ同表の右欄に掲げる方法によっ き、それぞれ同表の右欄に掲げる方法によっ
て行う検査において、それぞれ同表の中欄に て行う検査において、それぞれ同表の中欄に
掲げる基準に適合するものとする。ただし、 掲げる基準に適合するものとする。ただし、
温泉水又は井戸水を使用するものであるため 温泉水又は井戸水を使用するものであるため
、この基準により難く、かつ、衛生上危害を 、この基準により難く、かつ、衛生上危害を
生じるおそれがないと知事が認めるときは、 生じるおそれがないと知事が認めるときは、
同表の基準項目のうち濁度及び全有機炭素（ 同表の基準項目のうち濁度及び全有機炭素（
ＴＯＣ）の量又は過マンガン酸カリウム消費 ＴＯＣ）の量又は過マンガン酸カリウム消費
量に関する水質基準のどちらか又は両方を適 量に関する水質基準のどちらか又は両方を適
用しないことができる。 用しないことができる。

基準項目 水質基準 測定方法 基準項目 水質基準 測定方法

略 略
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附 則 

この規則は、令和7年4月1日から施行する。 
 

告     示 

和歌山県告示第191号 

計量法（平成4年法律第51号）第21条第2項の規定により、令和7年度特定計量器定期検査の対象となる

特定計量器、実施区域、実施場所及び実施期日を次のとおり定めたので、告示する。 

令和7年3月21日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 対象となる特定計量器 

非自動はかり（計量法施行令（平成5年政令第329号）第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く。）、

分銅及びおもり 

2 集合場所検査 
 

実施区域 実施場所 実施期日 

高野町 高野山学びの杜 令和7年4月24日 

かつらぎ町 かつらぎ町役場花園支所 令和7年5月13日 

 紀北川上農業協同組合志賀グリーン店 〃 

 大谷公民館 令和7年5月14日 

 かつらぎ体育センター 〃 

 紀北川上農業協同組合見好西総合選果場 令和7年5月15日 

 笠田ふるさと交流館 〃 

橋本市 学文路地区公民館 令和7年5月20日 

 隅田地区公民館 〃 

 紀見地区公民館 〃 

 高野口地区公民館 令和7年5月21日 

 橋本市保健福祉センター 令和7年5月22日 

九度山町 九度山町役場 令和7年5月23日 

由良町 紀州日高漁業協同組合衣奈浦支所 令和7年5月27日 

 紀州日高漁業協同組合大引支所 〃 

 由良町役場 〃 

日高町 紀州農業協同組合アグリセンターひだか選果・集荷場 令和7年5月28日 

美浜町 美浜町役場 令和7年5月29日 

御坊市 紀州農業協同組合がいなポート 令和7年6月3日 

 塩屋公民館 〃 

 紀州農業協同組合野口事業所 〃 

   

大腸菌 1 ミリリット 略 大腸菌群 1 ミリリット 略
ル中 1 ｃｆｕ ル中 1個以下
以下であるこ であること。
と。

略 略 略 略 略 略
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 御坊市立体育館 令和7年6月4日 

 藤田会館 令和7年6月5日 

 財部会館 〃 

日高川町 寒川診療所 令和7年6月17日 

 日高川町役場美山支所 〃 

 旧早蘇営業所 令和7年6月18日 

 日高川交流センター 〃 

 山野小学校 令和7年6月19日 

 和佐公民館 〃 

 日高川町保健センター 〃 

印南町 紀州農業協同組合切目川出張所 令和7年6月25日 

 紀州農業協同組合稲原出張所 〃 

 紀州農業協同組合切目集荷場 令和7年6月26日 

 印南町公民館 〃 

みなべ町 南部公民館岩代分館 令和7年9月9日 

 みなべ町中央公民館 〃 

 清川公民館 令和7年9月10日 

 高城公民館 〃 

 みなべ町役場 令和7年9月11日 

すさみ町 江住公民館 令和7年9月18日 

 すさみ町総合センター 〃 

上富田町 紀南農業協同組合営農センター 令和7年9月19日 

白浜町 旧白浜漁協椿支所 令和7年9月25日 

 白浜町役場市鹿野出張所 〃 

 白浜町役場安居出張所 〃 

 日置川拠点公民館 〃 

 白浜町役場富田事務所 令和7年9月26日 

 白浜中央公民館 〃 

田辺市 白寿荘 令和7年10月9日 

 
湯ノ又集会場 〃 

龍神行政局 〃 

 近野林業会館 令和7年10月10日 

 中辺路公民館 〃 

 大塔総合文化会館 〃 

 
富里連絡所 〃 

上芳養農村環境改善センター 令和7年10月16日 

 JA紀南芳養谷選果場 〃 

 上秋津農村環境改善センター 〃 

 秋津川公民館 〃 

 東原多目的集会所 令和7年10月17日 
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 三栖コミュニティセンター 〃 

 稲成公民館 〃 

 秋津地区多目的研修センター 令和7年10月22日 

 万呂コミュニティセンター 〃 

 新庄公民館 〃 

 旧田辺市役所第2別館 令和7年10月23日 

 〃 令和7年10月24日 

 

3 所在場所検査 

2の規定にかかわらず、特定計量器検定検査規則（平成5年通商産業省令第70号）第39条第1項各号のい

ずれかに該当する場合にあっては、令和7年4月24日から令和8年3月31日までの間に、その計量器の所在

する場所において実施する。 

 

和歌山県告示第192号 

次のように道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、

告示する。 

その関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

令和7年3月21日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

道路の種類 県道 

路線名 那智勝浦古座川線 

供用開始の区間 東牟婁郡那智勝浦町大字井関字中川原1391番4地先から同町大字井関字面モ田1557番2

地先まで 

供用開始の期日 令和7年3月21日 

 

和歌山県告示第193号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更したので告

示する。 

この関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

令和7年3月21日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

1 道路の種類 県道 

2 路線名 秋津川田辺線 

区     間 新旧の別 

敷 地 の 

幅  員 

 

延  長 

 

備     考 

メートル メートル  

田辺市上芳養字畑谷4919番1地

先から同市上芳養字畑谷4901番

1地先まで 

旧 
3.33 

～  
12.54 

369.69  

田辺市上芳養字石神5038番6地

先から同市上芳養字畑谷4901番

1地先まで 

新 
6.44 

～  
18.72 

367.89  
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和歌山県告示第194号 

次のように道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第2項の規定に基づき、

告示する。 

その関係図面は、和歌山県県土整備部道路局道路保全課において告示の日から30日間一般の縦覧に供す

る。 

令和7年3月21日 

和歌山県知事 岸 本 周 平  

道路の種類 県道 

路線名 秋津川田辺線 

供用開始の区間 旧 田辺市上芳養字畑谷4919番1地先から同市上芳養字畑谷4901番1地先まで 

新 田辺市上芳養字石神5038番6地先から同市上芳養字畑谷4901番1地先まで 

供用開始の期日 令和7年3月21日 
 

訓     令 

和歌山県訓令第4号 

福   祉   保   健   部  

和歌山県立こころの医療センター  

和歌山県立こころの医療センター収入事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

令和7年3月21日 

和歌山県知事 岸 本 周 平 

和歌山県立こころの医療センター収入事務取扱規程の一部を改正する訓令 

和歌山県立こころの医療センター収入事務取扱規程（昭和61年和歌山県訓令第6号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 
 

改 正 後 改 正 前 
  

（定義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。 

 （１） 保険者 健康保険法（大正11年法律第70号
。以下「健保法」という。）、国民健康保険
法（昭和33年法律第1 9 2号。以下「国保法」
という。）、船員保険法（昭和14年法律第73
号。以下「船保法」という。）、労働者災害
補償保険法（昭和22年法律第50号。以下「労
災法」という。）、生活保護法（昭和25年法
律第1 4 4号。以下「生保法」という。）、高
齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法
律第80号。以下「高確法」という。）、その
他の法令に基づき医療給付を行う機関等をい
う。 

 
 （２） 被保険者 健保法、国保法及び船保法の規

定による被保険者、労災法の規定による保険
加入事業所における労働者、生保法の規定に
よる被保護者、高確法の適用を受ける者並び
にその他の法令に基づく医療給付の適用を受
ける者等をいう。 

 
（保険請求） 

第14条 保険者に対する請求は、財務規程第19条 

（定義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用
語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ
による。 

 （１） 保険者 健康保険法（大正11年法律第70号
。以下「健保法」という。）、国民健康保険
法（昭和33年法律第1 9 2号。以下「国保法」
という。）、日雇労働者健康保険法（昭和28
年法律第2 0 7号。以下「日雇健保法」という
。）、船員保険法（昭和14年法律第73号。以
下「船保法」という。）、労働者災害補償保
険法（昭和22年法律第50号。以下「労災法」
という。）、生活保護法（昭和25年法律第14
４号。以下「生保法」という。）、老人保健
法（昭和57年法律第80号。以下「老保法」と
いう。）、その他の法令に基づき医療給付を
行う機関等をいう。 

 （２） 被保険者 健保法、国保法、日雇健保法及
び船保法の規定による被保険者、労災法の規
定による保険加入事業所における労働者、生
保法の規定による被保護者、老保法の適用を
受ける者並びにその他の法令に基づく医療給
付の適用を受ける者等をいう。 

 
（保険請求） 

第14条 保険者に対する請求は、財務規程第19条 
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の規定により調定し、療養の給付及び公費負担
医療に関する費用の請求に関する命令（昭和51
年厚生省令第36号）その他の法令の規定による
請求を行わなければならない。 

２ 略 

の規定により調定し、保険医療機関及び保険薬
局の療養の給付に関する費用の請求に関する省
令（昭和33年厚生省令第31号）その他の法令の
規定による請求を行わなければならない。 

２ 略 
  

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
 

    県議会に関する事項 

和歌山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。 

令和7年3月21日 

和歌山県議会議長 鈴 木 太 雄 
和歌山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程の一部を改正する規程 

和歌山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例施行規程（令和5年3月31日制定）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 正 後 改 正 前

（個人識別符号） （個人識別符号）
第 3 条 条例第 2条第 2 項の議長が定める文字、 第 3条 条例第 2 条第 2項の議長が定める文字、

番号、記号その他の符号は、次に掲げるものと 番号、記号その他の符号は、次に掲げるものと
する。 する。

～ 略 ～ 略(１) (５) (１) (５)
私立学校教職員共済法（昭和28年法律第24 私立学校教職員共済法（昭和28年法律第24(６) (６)

5 号）第45条第 1項に規定する加入者等記号 5 号）第45条第 1 項に規定する保険者番号及
・番号等 び加入者等記号・番号
国家公務員共済組合法（昭和33年法律第12 国家公務員共済組合法（昭和33年法律第12(７) (７)

8 号）第1 1 2条の 2 第 1 項に規定する組合員 8 号）第1 1 2条の 2第 1 項に規定する保険者
等記号・番号等 番号及び組合員等記号・番号
国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号） 国民健康保険法（昭和33年法律第1 9 2号）(８) (８)

第1 1 1条の 2第 1項に規定する被保険者記号 第1 1 1条の 2 第 1 項に規定する保険者番号及
・番号等 び被保険者記号・番号
略 略(９) (９)
道路交通法（昭和35年法律第1 0 5号）第93 道路交通法（昭和35年法律第1 0 5号）第93(10) (10)

条第 1 項第 1号の免許証の番号又は同法第95 条第 1 項第 1 号の免許証の番号
条の 2 第 2 項第 1号の免許情報記録の番号
地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第(11) (11)

1 5 2号）第1 4 4条の24の 2 第 1項に規定する 1 5 2号）第1 4 4条の24の 2 第 1 項に規定する
組合員等記号・番号等 保険者番号及び組合員等記号・番号
・ 略 ・ 略(12) (13) (12) (13)

高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57(14) (14)
年法律第80号）第1 6 1条の 2 第 1 項に規定す 年法律第80号）第1 6 1条の 2第 1項に規定す
る被保険者番号等 る保険者番号及び被保険者番号
～ 略 ～ 略(15) (17) (15) (17)

（個人の権利利益を害するおそれが大きいもの （個人の権利利益を害するおそれが大きいもの
） ）

第 5 条 略 第 5条 略
2 議長は、条例第11条本文の規定による通知を 2 議長は、条例第11条本文の規定による通知を
する場合には、前項各号に定める事態を知った する場合には、前項各号に定める事態を知った
後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本 後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本
人の権利利益を保護するために必要な範囲にお 人の権利利益を保護するために必要な範囲にお
いて、次に掲げる事項を通知しなければならな いて、次に定める事項を通知しなければならな
い。 い。

～ 略 ～ 略(１) (５) (１) (５)

（個人情報ファイル簿の作成及び公表） （個人情報ファイル簿の作成及び公表）
第 8 条 略 第 8条 略
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別記第2号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ～ 8 略 2 ～ 8 略
9 条例第17条第 2 項第 1号キの議長が定める個 9 条例第17条第 2項第 1 号キの議長が定める個
人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイ 人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイ
ルとする。 ルとする。

次に掲げる者に係る個人情報ファイルであ 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであ(１) (１)
って、専らその人事、給与若しくは報酬若し って、専らその人事、給与又は報酬、福利厚
くは福利厚生に関する事項又はこれらに準ず 生に関する事項その他これらに準ずる事項を
る事項を記録するもの（アに掲げる者の採用 記録するもの（アに掲げる者の採用又は選定
又は選定のための試験に関する個人情報ファ のための試験に関する個人情報ファイルを含
イルを含む。） む。）
ア・イ 略 ア・イ 略
条例第17条第 2 項第 1号アに規定する者及 条例第17条第 2 項第 1 号アに規定する者及(２) (２)

び前号ア又はイに掲げる者を併せて記録する び前号ア又はイに掲げる者を併せて記録する
個人情報ファイルであって、専らその人事、 個人情報ファイルであって、専らその人事、
議員報酬、給与若しくは報酬若しくは福利厚 議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する
生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記 事項その他これらに準ずる事項を記録するも
録するもの の

10 略 10 略

（開示請求等における本人確認手続等） （開示請求等における本人確認手続等）
第10条 条例第19条第 2 項、第32条第 2項又は第 第10条 条例第19条第 2項、第32条第 2 項又は第

39条第 2 項の規定により提示し、又は提出しな 39条第 2 項の規定により提示し、又は提出しな
ければならない書類は、次の各号に掲げる書類 ければならない書類は、次の各号に掲げる書類
のいずれかとする。 のいずれかとする。

開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求 開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求(１) (１)
書（以下この条において「開示請求書等」と 書（以下この条において「開示請求書等」と
いう。）に記載されている開示請求をする者 いう。）に記載されている開示請求をする者
、訂正請求をする者又は利用停止請求をする 、訂正請求をする者又は利用停止請求をする
者（以下この条において「開示請求者等」と 者（以下この条において「開示請求者等」と
いう。）の氏名及び住所又は居所と同一の氏 いう。）の氏名及び住所又は居所と同一の氏
名及び住所又は居所が記載されている運転免 名及び住所又は居所が記載されている運転免
許証、行政手続における特定の個人を識別す 許証、健康保険の被保険者証、行政手続にお
るための番号の利用等に関する法律第 2 条第 ける特定の個人を識別するための番号の利用
7 項に規定する個人番号カード、出入国管理 等に関する法律第 2条第 7 項に規定する個人
及び難民認定法第19条の 3に規定する在留カ 番号カード、出入国管理及び難民認定法第19
ード、日本国との平和条約に基づき日本の国 条の 3 に規定する在留カード、日本国との平
籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例 和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の
法第 7 条第 1項に規定する特別永住者証明書 出入国管理に関する特例法第 7 条第 1項に規
その他法律又はこれに基づく命令の規定によ 定する特別永住者証明書その他法律又はこれ
り交付された書類であって、当該開示請求者 に基づく命令の規定により交付された書類で
等が本人であることを確認するに足りるもの あって、当該開示請求者等が本人であること

を確認するに足りるもの
略 略(２) (２)

2 ～ 5 略 2 ～ 5 略

（開示決定等の際に通知すべき事項） （開示決定等の通知）
第12条 略 第12条 略
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別記第2号様式（第9条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有個人情報開示請求書 

年  月  日 

和歌山県議会議長 様 

           （ふりがな） 

氏名                           

住所又は居所 

            〒             電話番号 

                                         

 

和歌山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第 19条第 1項の規定に基づき、下

記のとおり保有個人情報の開示を請求します。 

 

記 

 

１ 開示を請求する保有個人情報（具体的に特定してください。） 

 

 

 

２ 求める開示の実施方法等（本欄の記載は任意です。） 

ア又はイに○印を付してください。アを選択した場合は、実施の方法及び希望日を記載

してください。イを選択した場合は、希望する送付の方法を具体的に記載してください。

（例えば、普通郵便、本人限定受取郵便等） 

ア 個人情報窓口における開示の実施を希望する。 

＜実施の方法＞ □閲覧 □写しの交付 

□その他（                        ） 

＜実施の希望日＞    年  月  日 

イ 写しの送付を希望する。 

 ＜送付の方法＞                            

 

３ 本人確認等 

ア 開示請求者   □本人  □法定代理人  □任意代理人 

イ 請求者本人確認書類 

□運転免許証  □個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 
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ウ 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。）  

（ア） 本人の状況 □未成年者（    年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

（イ） 本人の氏名                       

（ウ） 本人の住所又は居所                   

エ 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（       ） 

オ 任意代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（                 ） 

受付 担当課 

                   班（係） 

 

 

電話番号（    ）   －     内線 
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別記第11号様式を次のように改める。 
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別記第11号様式（第20条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有個人情報訂正請求書 

年  月  日 

 

和歌山県議会議長 様 

           （ふりがな） 

氏名                           

住所又は居所 

〒             電話番号 

                                         

 

和歌山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第 32条第 1 項の規定に基づき、下

記のとおり保有個人情報の訂正を請求します。 

 

記 

 

訂正請求に係る保有個人情

報の開示を受けた日 
    年  月  日 

開示決定に基づき開示を受

けた保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号： 

日付：    年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報の名称等 

                            

訂正請求の趣旨及び理由 

（趣旨） 

 

（理由） 

 

 

1 訂正請求者   □本人  □法定代理人  □任意代理人 

2 請求者本人確認書類 

□運転免許証  □個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 
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3 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。） 

ア 本人の状況 □未成年者（    年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

イ 本人の氏名                       

ウ 本人の住所又は居所                   

4 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（        ） 

5 任意代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（                  ） 

受付 担当課 

                   班（係） 

 

 

電話番号（    ）   －     内線 
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別記第16号様式中「の特定する」を「を特定する」に改める。 

別記第17号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    和歌山県報  第 601 号 令和 7 年 3 月 21 日（金曜日） 

－ 15 － 

別記第17号様式（第25条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保有個人情報利用停止請求書 

年  月  日 

 

和歌山県議会議長 様 

           （ふりがな） 

氏名                           

住所又は居所 

            〒            電話番号 

                           

 

和歌山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例第 39条第 1 項の規定に基づき、下

記のとおり保有個人情報の利用停止を請求します。 

 

記 

 

利用停止請求に係る保有個

人情報の開示を受けた日 
    年  月  日 

開示決定に基づき開示を受

けた保有個人情報 

開示決定通知書の文書番号：  

日付：    年  月  日 

開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

                           

利用停止請求の趣旨及び理

由 

（趣旨） 

 

□第 38 条第 1項第 1 号該当 → □利用の停止、□消去 

□第 38 条第 1項第 2 号該当 → 提供の停止 

（理由） 

 

 

1 利用停止請求者   □本人  □法定代理人  □任意代理人 

2 請求者本人確認書類 

□運転免許証  □個人番号カード又は住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書 

□その他（              ） 

※ 請求書を送付して請求をする場合には、加えて住民票の写し等を添付してください。 
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3 本人の状況等（法定代理人又は任意代理人が請求する場合にのみ記載してください。）  

ア 本人の状況 □未成年者（    年  月  日生） □成年被後見人 

□任意代理人委任者 

（ふりがな） 

イ 本人の氏名                       

ウ 本人の住所又は居所                   

4 法定代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □戸籍謄本 □登記事項証明書 □その他（       ） 

5 任意代理人が請求する場合、次のいずれかの書類を提示し、又は提出してください。 

請求資格確認書類 □委任状 □その他（                 ） 

受付 担当課 

                   班（係） 

 

 

電話番号（    ）   －     内線 
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附 則 

（施行期日） 

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施

行する。 

（1）第3条第10号の改正規定 令和7年3月24日 

（2）第8条第9項の改正規定 和歌山県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条

例（令和7年和歌山県条例第   号）の公布の日 

（経過措置） 

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕っ

て使用することができる。 

 

 


